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申
告
相
談
は
忘
れ
ず
お
早
め
に

広報かがみいし　2006年２月号広報かがみいし　平成18年２月号

●
平
成
17
年
中
に
支
払
っ
た
国
民

健
康
保
険
税
、
国
民
年
金
・
基
金

保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
任
意
継

続
社
会
保
険
料
な
ど
の
領
収
書

●
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険

料
、
損
害
保
険
料
な
ど
の
支
払
証

明
書

●
身
体
障
害
者
・
戦
傷
病
者
の
方

は
障
害
者
が
確
認
で
き
る
手
帳
ま

た
は
証
明
書

●
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
平
成
17
年
中
に
支
払
っ

た
医
療
費
の
領
収
書（
医
療
費
の

合
計
金
額
か
ら
補
て
ん
さ
れ
た
金

額
は
除
く
）

●
営
業
、
事
業
、
農
業
所
得
者
は

収
支
の
わ
か
る
内
訳
書
な
ど

●
平
成
17
年
中
に
農
業
用
機
械
な

ど
を
購
入
し
た
場
合
は
、
そ
の
領

収
書
な
ど

●
所
得
税
の
還
付
や
納
税
の
際
に

口
座
振
替
を
ご
利
用
さ
れ
る
方

は
、
銀
行
名
や
口
座
番
号
の
わ
か

る
も
の（
通
帳
な
ど
）と
銀
行
印
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先

●
須
賀
川
税
務
署☎

75―

２
１
９
４

●
町
税
務
町
民
課☎

62―

２
１
１
４

●
申
告
会
場（
申
告
期
間
中
）

☎
62―

５
９
２
３

保
険
契
約
に
基
づ
く
満
期
返
戻
金

の
収
入
が
あ
っ
た
方
。

●
平
成
17
年
中
に
土
地
・
建
物
等

の
譲
渡
所
得
が
あ
っ
た
方
。

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
、申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

●
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
提
出
さ
れ
る
方
。

●
給
与
所
得
や
年
金
所
得
の
ほ
か

に
収
入
が
な
く
、
勤
務
先
ま
た
は

支
払
者
か
ら
町
に
支
払
報
告
書
を

提
出
済
み
の
方
。
た
だ
し
、
新
た

に
控
除（
医
療
費
控
除
や
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
な
ど
）を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
税
務
署
へ

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
を

除
き
、
申
告
が
必
要
で
す
。

●
平
成
17
年
中
に
所
得
が
な
く
鏡

石
町
内
居
住
の
家
族
の
扶
養
に

な
っ
て
い
る
方
。

●
印
鑑

●
平
成
17
年
中
の
収
入
や
支
出
な

ど
が
わ
か
る
帳
簿
類
、
通
帳
、
出

荷
伝
票
、
領
収
書
な
ど

●
給
与
や
年
金
所
得
の
あ
る
方
は

平
成
17
年
分
の
源
泉
徴
収
票

　

町
県
民
税
の
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
方
は
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
で
す
。

●
平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
で
鏡

石
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
17

年
中
に
何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た

方
。
た
だ
し
、
所
得
が
な
か
っ
た

方
で
も
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
や
、
児
童
手
当
等
を
受

給
し
て
い
る
方
な
ど
は
申
告
が
必

要
で
す
。

●
給
与
所
得
の
ほ
か
に
、
農
業
や

営
業
、
不
動
産
な
ど
の
所
得
が

あ
っ
た
方
。

●
給
与
所
得
だ
け
の
方
で
も
、
１

月
31
日
ま
で
に
勤
務
先
か
ら
鏡
石

町
に「
給
与
支
払
報
告
書
」の
提
出

が
な
い
方
。

●
平
成
17
年
の
中
途
で
退
職
さ
れ

た
方
。

●
生
命
保
険
契
約
に
基
づ
く
年
金

や
一
時
金
、
ま
た
は
生
命
・
損
害

　

町
で
は
、
２
月
９
日（
木
）か
ら
税
の
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。
こ
の

相
談
は
、
昨
年
１
年
間（
平
成
17
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
）の
所
得
を
申

告
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
こ
の
内
容
が
平
成
18
年
度
の
町
県
民
税
や

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
課
税
基
礎
と
な
り
ま
す
。
申
告
期
間
が
間
近

に
な
り
ま
す
と
、
混
雑
し
た
り
、
申
告
に
時
間
が
か
か
っ
た
り
し
ま
す

の
で
、
お
早
め
に
申
告
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、
公
的（
共
済
、
厚
生
、

国
民
）年
金
受
給
だ
け
の
方
を
対

象
と
し
た
申
告
相
談
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。

□
日　

時　

２
月
８
日（
水
）

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

□
場　

所　

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

□
持
参
す
る
も
の

●
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票

●
各
種
所
得
控
除
に
必
要
な
証
明

書
や
領
収
書
な
ど

●
銀
行
印
と
銀
行
名
や
口
座
番
号

が
わ
か
る
も
の

●
年
の
中
途
で
退
職
し
、
再
就
職

し
て
な
い
場
合
な
ど
で
す
。

　

平
成
17
年
中
に
土
地
や
建
物
を

売
っ
た
と
き
の
利
益
に
は
、
譲
渡

所
得
と
し
て
税
金
が
か
か
り
ま

す
。
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
特
例

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
例

の
適
用
を
受
け
る
に
は
様
々
な
要

件
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要

で
す
。
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
も
、

他
の
所
得
と
一
緒
に
確
定
申
告
を

行
う
こ
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　

●
午
後
１
時
〜
３
時

□
場　

所　

須
賀
川
市
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
プ
ラ
ザ（
須
賀
川
駅
建
物
内
）

　

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い

給
与
所
得
者
で
も
次
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
源

泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
マ
イ
ホ
ー
ム
を
住
宅
ロ
ー
ン
な

ど
で
取
得
し
た
場
合

●
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合

●
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
場
合

ザ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
で
出
力
後
、
関

係
書
類
を
添
付
し
郵
送
等
で
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ

ス　

http://w
w
w
.nta.go.jp/

　

東
北
税
理
士
会
須
賀
川
支
部
で

は
、「
税
理
士
記
念
日
」に
ち
な
み

次
の
日
程
で
税
金
無
料
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

□
日　

時　

２
月
23
日（
木
）　

　
　
　
　

●
午
前
10
時
〜
12
時

　

須
賀
川
税
務
署
で
は
、
平
成
17

年
分
所
得
税
申
告
書
の
作
成
相
談

を
２
月
１
日（
水
）か
ら
３
月
15
日

（
水
）ま
で
、
昨
年
同
様
須
賀
川
市

産
業
会
館（
牡
丹
園
向
か
い
）で
行

い
ま
す
の
で
、
混
ま
な
い
う
ち
早
め

に
申
告
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
17
年
分
所
得
税
・
消
費
税

の
確
定
申
告
に
つ
い
て
、
自
宅
の

パ
ソ
コ
ン
か
ら
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」に
接
続
し
、
画
面
案

内
に
従
い
金
額
等
を
入
力
す
る
こ

と
に
よ
り
、
確
定
申
告
書
や
決
算

書
等
が
簡
単
に
作
成
で
き
、
レ
ー

月　日 行　政　区 月　日 行　政　区

２月9日 木 １区・２区・３区・４区 2月27日 月 高久田

2月10日 金 １区・２区・３区・４区 2月28日 火 高久田

2月13日 月 １区・２区・３区・４区 3月1日 水 鏡　田

2月14日 火 １区・２区・３区・４区 3月2日 木 鏡　田

2月15日 水 １区・２区・３区・４区 3月3日 金 鏡　田

2月16日 木 １区・２区・３区・４区 3月6日 月 仁井田・さかい

2月17日 金 久来石 3月7日 火 仁井田・さかい

2月20日 月 久来石 3月8日 水 成　田

2月21日 火 笠　石 3月9日 木 成　田

2月22日 水 笠　石 3月10日 金 成　田

2月23日 木 笠　石 3月13日 月 豊郷・旭町

2月24日 金 笠　石 3月14日 火 豊郷・旭町

須賀川税務
署からの

お知らせ

☎75－2194

税
理
士
に
よ
る

無
料
相
談
所
の
開
設

所
得
税
の
還
付
申
告

土
地
や
建
物
を
売
っ
た
と
き

年
金
受
給
者
の
申
告
相
談

申
告
相
談
に
必
要
な
も
の

申
告
の
必
要
が
な
い
方

申
告
が
必
要
な
方

２
月
９
日
〜
３
月
15
日　

税
の
申
告
相
談

申告相談の日程
●会　　場　町勤労青少年ホーム
●受付時間　午前９時～午後４時

　確定申告の時期になりました。平成17年１月
から12月までの間に納められた、国民年金の保
険料は「社会保険料控除」として、全額が所得から
控除されます。
　申告できるのは、平成17年分の保険料だけで
なく、過去の期間で未納となっていた分や、免除
や学生納付特例を受けていた分を納めた場合（追
納）も含めて、平成17年の内に納めた全部の保険
料額です。
　なお、今年から控除を受ける際には、申告書に
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書または
領収書を添付することが必要になりました。
□問い合わせ先
　町税務町民課　☎62－2112

国民年金保険料は
全額社会保険料の控除になります


